
資料2

令和元年度裁判官研修実施計画の補足説明

（前年度からの主な変更点等）

､1 合同研修

(1)研究会の新設

○近年増加している民事の合議の複雑困難事件について，裁判実務における事

件処理の実際を踏まえて，その審理・判断の在り方を検討する研究会を民事通

常専門研究会【24】として実施します。

○民事裁判のIT化に関し， フェーズ1･の実施準備及び今後のIT化に向けた

議論の深化を狙いとする研究会を民事通常専門研究会【22】として実施します。

○刑事控訴審の在り方について，高裁裁判長クラスも参加して議論を深める研

究会を刑事専門研究会【27】 として実施します。

○平成30年度司法研究（家事)において‘｢養育費，婚姻費用の算定に関する実

・証的研究」が研究題目とされていることを踏まえ，養育費婚姻費用の算定に

関する実務上の諸問題について検討する研究会を家事専門研究会【31】 として

実施します。

○社会情勢の変化に伴って新たに生ずる法的問題への対応力を酒養するため，

外国法の知見を先端の法的問題への対応の参考にする際のアプローチの在り方
（
について検討するための研究会を外国司法専門研究会【32】 として実施します。

○裁判官のワークライフバランスをテーマとした研究会を基盤系研究会【48】

として実施します。

(2)研究会の再編

○ベテラン・中堅判事向けの基盤系研究会（裁判基盤研究会） と若手裁判官向

けの基盤系研究会（知的基盤研究会）の2つの基盤系研究会のうち，知的基盤

研究会を，困難な事件についての若手裁判官の対応力を強化するため，裁判に

関連する周辺諸科学，すなわち，統計・データ分析,財務・会計，経済学・経

済情勢，心理学・行動科学，科学哲学・科学の方法論等についての素養の修得
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を支援する趣旨のものに再編成し， これらの分野から毎年2テーマずつ選び，

順次実施していく予定です。令和元年度は，統計・データ分析，財務・会計を

取り上げます。 【46, 50】

他方，裁判基盤研究会は，従来.どおり，現代社会における重要課題等を多角

的観点から捉えるものと位置づけ，令和元年度は， 「人工知能(AI) ｣ ,

「現代社会とメンタルヘルス」 ， 「裁判官のワークライフバランス」を取り上

げます。 【47～49】

(3)その他特記事項

○実務的にも影響の大きい債権法改正をテーマとする研究会【20, 25】 ；民事

、 事件の課題である合議充実【21】をテーマとする研究会を引き続き実施します。

○家事上席裁判官を対象に平成29年度に開催した家裁実務研究会を令和元年

度も実施します。

○視聴によって一定の研修効果が見込まれるカリキュラムを同時配信する試行

的取組について， これまでの成果等を踏まえつつ，更なる拡充を検討します。

r

2派遣型研修

○判事を対象とする知的財産権専門長期研修（期間：4か月程度，定員： 1名，

派遣先：東京理科大学)について,派遣先の組織改編により知的財産部門が縮

小されて受入れが困難になったととから，平成31年度以降の実施を取りやめ

ます。

○判事又は判事補を対象とする次の研修（派遣先：理化学研究所）について，

研修が知財管理部門のほかに広く自然科学分野の研究の実情に触れるものであ

るから，その実質に合わせた名称に改めるとともに，対象者を判事に，定員を

3名に増やして実施します。

（変更前）

知的財産権専門短期研修（期間： 2週間，定員： 2名）
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(変更後）

研究機関短期研修（期間：2週間,定員 名）: ‐3
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裁判所職員総合研修所の概要

1 裁判所職員総合研修所の組織等について

裁判所職員総合研修所（以下「総研」と裁判所職員総合研修所（以下「総研」という。 ）は） 「研修部門」と 「事務局

部門」に分けられています。

研修部門は,裁判所書記官研修部（以下「書研部」という。 ） ，家庭裁判所調

，査官研修部（以下「調研部」という。 ）及び一般研修部の三つの部に分けられて

います｡このうち， ､書研部は，裁判所書記官（以下「書記官」 という。 ）及び裁

判所速記官の執務に必要な理論及び実務に関する研修並びに書記官の養成を，調

研部は，家庭裁判所調査官（以下「家裁調査官」 という。 ）の執務に必要な理論

及び実務に関する研修並びに家裁調査官の養成を，一般研修部はその他の研修を

それぞれ担当しています。

このほか，書記官の事務について研究する第一研究室及び家裁調査官の事務に

ついて研究する第二研究室が置かれ，各研究室では，各種研究の企画及び実施の

指導,総研所報等に掲載する論文，研究結果報告書等の監修，各種法改正に関す

る資料及び情報の収集,分析等を行っています。

2総研における研修実施の基本的な考え方

社会経済情勢の変化や価値観の多様化等に伴い，裁判所を取り巻く状況も大き

く変容してきました。これに合わせ，総研においても，国民の期待や負託に応え

ることができる裁判所職員を養成し，育成していくという観点から，現在及び将

来にわたる事務の質の確保を目指した諸施策の進展状況も踏まえつつ，各種研修

及び養成課程を計画，実施してきました。

また，適正迅速な事件処理のため，裁判官を含めた職種間でiそれぞれの職務

についての相互理解を深めた上で，関係職種間の連携強化を目的とする研修の充

実強化を図ることに力を入れており, ､裁判官と合同で研究するのがふさわしいテ

ーマについては，司法研修所（以下「司研」 という。 ）と合同で研修を実施する
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ほか，研修のテーマが総研内の各部で共通である場合については，各部が合同で

研修を実施しています。

3平成31年度（令和元年度）研修実施計画について

上記の総研における研修実施の基本的な考え方に加え，①裁判所を取り巻く状

況の変化に適切に対応し， 自律的に執務を遂行することができる職員の育成を図

る,②各職場におけるOJTとの効果的な連携を意識した研修の充実を図る，③

裁判官を含めた各職種間で，それぞれの職務についての相互理解を深めた上で，

関係職種間の連携強化を図る，④社会情勢の変化や法改正の趣旨等を踏まえ,時

宜に応じた課題に対応するとの観点から，全ての研修についての内容・科目の拡

充を図りつつ，一層充実した研修の実施に努めていきたいと考えています｡

また,各職種共通の組織課題として，組織運営の適正の確保や障害者等に対す

かん

る配慮を含む人権意識の酒養等についても，効果的な研修の在り方を検討し，カ

リキュラム等に反映させていきたいと考えています。

4研修

（1）管理者・中間管理者

職種間連携を前提とした組織運営の在り方を意識させるとともに，効果的な

人材育成のための態勢整備･環境整備を図ることをねらいとする科目を実施し

ています｡また，最新の施策に関する講義や共同討議などにより,,様々な気付

きを得る機会を与え， 自己研さんの意識付けを図るなど，それぞれの役割を明

確に意識させることを主眼としたカリキュラムの充実に取り組んでいます｡・

ア管理者

首席書記官研究会，首席家庭裁判所調査官研究会，事務局長研究会，管理

者研究会等の幹部職員を対象とする研究会を実施し，組織が直面する課題の

認識を共有するとともに， より広い視点から，適切に組織全体をリードして

いくための視点の獲得等に重点を置いたカリキュラムとしています6

イ中間管理者
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平成30年度までは,全ての職種の中間管理者を対象とする研修を，裁判

部所属者と事務局所属者に分けて実施していましたが，令和元年度からは，

これらを統合した上で， 中間管理者としての執務経験等に応じて二つの階層

に分けて中間管理者研修Iと中間管理者研修Ⅱとして実施することとしまし

た。これらの研修では,管理能力の向上に加え，職種間・部署間連携の意識

や組織全体の観点から最適なものを見極める目などを，それぞれの階層に応

じて養っていく内容を予定しています。

(2) 書記官・家裁調査官

各種実務研究会において，書記官事務の整理の考え方や行動科学の知見等に

基づく事実の調査と調整を担う家裁調査官の役割・機能を踏まえた共同討議を

実施するなど，各職種間の連携強化を図りながら，的確な職務遂行を実現して

いくための視点の獲得等に重点を置いたカリキュラムを実施しています(各日

程の一部を司研の研究会と合同で実施しています。 ） 。

ア書記官

書記官任官後に全国共通のカリキュラムで行われる唯一の研修である書記

官ブラッシュアップ研修（高裁委嘱）を実施し， 「事務の法的根拠を確認し，

その目的を見定め，常に合理的な事務を追求できる書記官｣を育成していく

ため，科目の一部を，研修員に対し， より主体的に，あるべき書記官事務の

実践に取り組ませることをねらいとした内容に見直すなどしています。

イ家裁調査官

家裁調査官任官後の研修について，現在の家庭裁判所及び家裁調査官を取

り巻く社会情勢を踏まえ，家裁調査官が客観的科学的な調査事務を確実に実

践していくための能力向上に向けて，中央研修が果たすべき役割を改めて検

討した上で，所要の改編を行い，平成28年度から実行しています。

(3)事務官（係長等）

各庁の総務・人事・会計の各分野の係長・専門職を対象とする研修において，
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担当事務に関する諸課題や専門的知識に関する講義等を行うとともに，関係職

員等との連携・協働を踏まえた円滑かつ適切な係運営の在り方,その実現のた

めに重要となる視点や考え方，効果的な働き掛けの方法等について， 「働き方

改革」の観点も取り入れ，共同討議等を行うこととしています。また，事務局

事務を遂行する上で基盤となる知識や考え方の習得に重点を置いたカリキュラ

：ムの充実強化を図っています。

5研究 ‘ ・

第一研究室では，令和元年度の書記官実務研究として， 『商事非訟事件及び借

地非訟事件に関する書記官事務の研究」をテーマとする研究を行っています6そ

のほか，過去の実務研究報告の復刻･補訂作業を行っており，平成31年3月に

は， 「民事上訴審の手続と書記官事務の研究｣の補訂版を刊行しました。

第二研究室では，令和元年度家裁調査官実務研究(指定研究） として， 「調査

面接の基本的な姿勢及び技法に関する研究」をテーマとする研究を行っています。

6養成課程

（1） 書記官養成課程

令和元年度は，第三部第16期研修生202人（このほかに特許庁からの受

託研修生1人） ，第二部第15期研修生（2年生） 59人，第二部第1，6期研

修生（1年生）68人（いずれも令和元年6月1日現在の人数）で研修を実施

しています。

法律科目と実務科目の効果的な連携に留意し，実務における書記官事務に即

した形の演習を積極的に取り入れています。また，書記官事務の整理の考え方
かん

を酒養させるためのカリキュラムや，職種間の連携及び協働の在り方について

検討させる家裁調査官養成課程との合同カリキュラムなど,参加型，討論型の

演習も実施しています。

(2)家裁調査官養成課程

令和元年度は，第15期研修生39人，第16期研修生45人で研修を実施
4



しています。

調査実務の中核となる事実の調査や心理的調整を行うために必要な行動科学

の知見や技法を体系的に習得させるとともに， 、グループ討議により多角的な視

． 、かん

点で組織的に事件処理を行う姿勢を身に付けさせ，組織性の酒養にも重点を置

いたカリキュラムを実施しています。

7総研の今後の取組と情報発信

（1）今後の取組

効果的な人材育成を行うに当たっては，集合研修を担う総研においても，書

記官及び家裁調査官をは．じめとする裁判所職員の育成目標を見据え，養成課程

の一層の充実を図り, OJTと集合研修（中央研修，高裁委嘱研修及び自庁研

修） との連携を意識しなｶﾐら，引き続き，研修内容の見直しを行って研修の充

実を図っていきたいと考えています。

（2）総研の刊行物にづいて

総研の刊行物として，総研で行われた各種実務研究会の結果要旨や研修実施

結果等を掲載した「総研所報」と，書記官の研究論文を掲載した『書記官実務

研究報告書」 ，家裁調査官の研究論文を掲載した「家裁調査官研究紀要」があ

ります｡

（3）総研コンテンツについて

J ・NETボータルの総研コンテンツにおいて,実務研究会の結果要旨，中

央研修や養成課程の状況及び文献情報など，執務に役立つ情報・資料等を提供

しているとともに， 「総研ニュース」を毎月1回掲載して総研の最新情報を発

信しています。

（
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第1研修

1中央研修

(1)管理者層

I

1

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

1 首席書記官研究会

首席書記官として必要
な指導監督等に関する
研究を行うことによ
り，総合的な組織運営
能力の向上を図る。

裁判所職員
総合研修所

31. 9.18(水）

～9.19(木）
2日 約30

地・家・簡裁
の首席書記官

2

首席

家庭裁判所
調査官
研究会

第1回

｡｡｡■わ‐口甸4■pmq1■●
●

第2回

首席家裁調査官として
必要な指導監督等に関
する研究を行うことに
より ， 総合的な組織運
営能力の向上を図る。

裁判所職員
総合研修所

31． 9． 5(木）
～9． 6(金）

31.11.19(火）
~11.20(水）

2日

2日

8

｡●｡＝｡●■

50

高裁所在地の
首席家裁調査

宣.､息....…….…

首席家裁調査
官

3 事務･局長研究会

事務局長として必要な
指導監督等に関する研
究を行うことにより，
総合的な組織運営能力
の向上を図る。 ．

裁判所職員
総合研修所

32. 2.20(木）
～2．21(金）

2日 約20
地・家裁の事
務局長

4

管理者研究会
（組織運営）

※司研合同

支部運営を始めとする
組織運営に関する研究
及び討議を行うことに
より，幹部職員として
の管理能力の向上と意
識の高揚を図る°

、

司法研修所
及び
裁判
総合

31. 5.21(火）
～5.23（木）

、

3日 約60

次席書記官,次
席家裁調査官，
総括主任家裁
調査官(次席家
裁調査官の経
験がある者),次
長

5

次 席
家庭裁判所調査官等
研 究 会

次席家裁調査官又は総
括主任家裁調査官とし
て必要な指導監督に関
する研究を行うことに
より 9 管理能力の向上
と意識の高揚を図る。

裁判所職員
総合研修所

31. 9.25(水）
～9.27(金）

2.5

日
未定

J

◆

次席家裁調査
官，総括主任
家裁調査官

伊

6 管理者研究会

幹部職員として，その
職務を遂行するために
必要な広い視野と高い
識見を習得させるとと
もに，当面する諸問題
の研究及び討議を行う
こ'とにより，管理能力
の向上と意識の高揚を
図る ｡

裁判所職員
総合研修所

31. 4.15(月）
～4.19(金）

5日
約
100

新たに局長(高裁
を除く｡),次長，
事務部長,首席
書記官,次席書記
官,総括主任書
記官,首席家裁調
査官,次席家裁
鯛査官,総括主
任家裁調査官,首
席技官(最高
裁)，次席技官
(最高裁)等に任
命された者

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

7 研修計画協議会

研修実施計画及び研修
運営上の諸問題につい
て協議し,研修方針の
周知徹底を図る。

裁判所職員
●

総合研修所
32． 1． 9(木）
～1．10(金）

1.5

日
25

高裁の次長，
首席書記官 ，

高裁所在地の
首席家裁調査
官



ハ

(2)中間管理者層

2

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

8
中間管理者
研修I

第1回

旬－‐‐＝4■G●■D－qoゆ■

第2回

■｡‐ロー‐ー｡p申一P｡■｡

第3回

中間管理者として，そ
の職務を遂行するため
に必要な高い識見及び
管理技法を習得させる
ことにより，職務意識
の高揚と管理能力の向
上を図る。

裁判所職員
総合研修所

31.10.15(火）
～10 ●

，
18(金）

｡－■●q■｡■■b②①｡qのp●‐｡‐｡■

0

32． 1．14(火）
～1．17(金）

b●凸一今●●■●●‐一口p‐‐■､●｡

32． 2．4(火）
～2．7(金）

各
4日

各
約80

昇任後おおむ
ね7年未満の主
任書記官若しく
は主任家裁調
査官,速記管理
官,速記副管理
官,課長補佐,
専門官,斑長又
は主任技官の
職にある者

9
中間管理者
研修Ⅱ

第1回

■■‐d■｡一ﾛ■‐ー‐‐一色ロ

第2回

中間管理者として困難
な職務を遂行するため
に必要な広い視野と高
い識見及び管理技法を
習得させることによ
り，職務意識の高揚と
管理能力の向上を図
る 。

裁判所職員
総合研修所

31. .10.29(火）
～10.31(木)．

■q■U■ｰq■－q■q■q■－q■ローニーー■‐●

●

31.12.10(火）
～12.12(木）

各
3日

各
約60

訟廷管理官，
訟廷副管理官，
裁判員調整
官，課長，文
書企画官，企
画官,首席技
官，営繕企画
官（最高裁）
又は昇任後お
おむね7年以
上経過した主

任書記官若し
くは主任家裁
調査官の職に
ある者

10

主 任
家庭裁判所調査官
研 修，

主任家裁調査官として
必要な指導監督能力の
向上及び管理者意識の
高揚を図る･

裁判所職員
総合研修所

31, 6.25(火）
～6.28(金）

3.5

日
未定
主任家裁調査
官

番号 名 称 ・ 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

11

I

研修指導
研究会

●

第1回

■●■4■●‐●●■｡■●｡■

第2回

高裁委嘱研修及び自庁
研修の指導者を養成す
る 0

裁判所職員
総合研修所

31． 6． ．5(水）
～6． 7(金）

D、●めめ色色｡CQローロロq■｡q■ｰ申

31.12.17(火）
~12.19(木）

3日

3日

約50

4■‐q■‐1■‐■

約40

次席書記官，
総括主任書記
官，主任書記
官6訟廷管理
官，訟廷副管
理官，裁判員
調整官, ､次席
家裁調査官，
総括主任家裁
調査官，主任
家裁調査官，
総括企画官，
課長,文書企画
官,企画官,課
長補佐,専門官



,(3)主として管理職以外の層(書記官･家裁鯛査官･係長等）
秀 l壁

3戸

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

12
実務指導
研究会

民事

■●■■■口。■■●、■｡●■

刑事

■■、■●■PDC■●■'色色亡＝
争

家事

pp－P4■■■P■■■U■‐つ一つ

少年

5

書記官ブラッシュアッ
プ研修の指導者を養成
する。

裁判所職員
総合研修所

31. 5.14(火）
～5.15<水)．

L一戸｡‐句4■ロマロロー■P■I●■｡｡

31. 5.14(火）

～5.15(水）
p ■■q■＝q■q■■､‐qPd■■｡一｡■』■●｡●

31.5,16(木）
～5．17(金) ．

p■ロ■●~■｡｡●●●●●｡■､●●●

31. 5.16(木）
～5.17(金）

各
2日

各
2日

約40

｡‐●●‐｡！

約40

■bーｰ一口●■

約35

■＝ロﾛ■Pの■

約25

凸

書記官ブラシ
シュアップ研修
の講師となる予
定の者

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

13

家事実務研究会

※司研合同

家事書記官及び家事係
調査官の事務処理上の
諸問題について研究及
び討議を行うことによ
り職務遂行能力の向上
を図り， もって適正か
つ迅速な事件処理の推
進に資する。 ．

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

31．
■

～

ｊ
ｊ
水
金
く
く
６
８

Ｌ
Ｌ
１
１ 3日

､

約
100

家裁で家事事
件を担当する
書記官，家裁
調査官

14

少年実務研究会

※司研合同

少年書記官及び少年係
調査官の事務処理上の
諸問題について研究及
び討議を行うことによ
り職務遂行能力の向上
を図り， もって適正か
つ迅速な事件処理の推
進に資する。

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

31. 9.11(水）
～9‘13(金）

3日
約
100

家裁で少年事
件を担当する
書記官b家裁
調査官

15
民事実務
研究会

第1回

※司研合同
■ロー‐ー●●■'●‐■■●q■

第2回

民事書記官の事務処理
上の諸問題について研
究及び討識を行うこと
により職務遂行能力の
向上を図り， もって適
正かつ迅速な事件処理
の推進に資する。

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所
B●■■■,｡■■ﾛq■｡■＝■l-q■－9

裁判所職員
総合研修所

31. 6.12(水）
～6.13(木）

Pｰq■‐＝｡q■U■ー■●■■●1■凸｡｡●

32. 1.23(木）
～1.24(金）

各
2日

各
約50

高・地・簡裁
で民事事件を
担当する書記
官

16

刑事実務研究会

※司研合伺

刑事書記官の事務処理
上の諸問題について研
究及び討議を行うこと
により職務遂行能力の
向上を図り， もって適
正かつ迅速な事件処理
の推進に資する。

司法研修所
及び
裁判所職員
総合研修所

31.11.21(木）
～11.22(金）

2日 約50

高・地・簡裁
で刑事事件を
担当する書記
官

17

家事特別研究会

※司研合同

後見関係事件等の運用
をめぐる諸問題につい
て研究及び討議を行う
ことにより職務遂行能
力の向上を図り， もっ
て適正かつ迅速な事件
処理の推進に資する。

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

31.10.10(木）
~10．11(金）

1.5

日
約59

1

家裁で後見関
係事件を担当
する書記官



4

18

家庭裁判所
調査官
特別研修

第1回

■●■のCCpQ｡‐●｡●■

第2回

bC1■●■●‐q■と。■●■し 4■

第3回

行動科学等の更なる専
門性の獲得及び深化を
図り ＄ 現場の調査事務
の質向上に寄与させ，
的確な調査事務を追求
する能力の発展を図
る ｡

裁判所職員
総合研修所

31.10.29(火）
～11． 1(金）

31.12. 4(水）
～12． 6(金）

b｡‐わ｡●‐d■●ロ■、①●－－口●一再

32. 1.29(水）
～1．31(金）

ロ
ロ

日
亜
日
辛
日

口
ｅ

４
－
３
．
印
３

各
約40

家裁調査官実
務研修を終了
した者及び平
成28年度家
裁調査官応用
研修を終了し
た者

19
家庭裁判所調査官
応用研修

専門的知識及び技能を
応用して，複雑困難な
事件についても円滑な
調査事務の遂行を確保
できる能力の向上を図
る 。

●

裁判所職員
総合研修所

31． 7．8(月）
～7.12(金）

5日 未定

家裁調査官任
官後， 3年以
上経過した者
のうち家裁調
査官実務研修
又は家裁調査
官応用研修を
終了していな

い者

20 速記官中央研修

裁判所が当面する諸問
題に関する理解を更に
深めさせるとともに，
裁判部の一員としての
職務意識の高揚を図
る 。

裁判所職員
総合研修所

31． 7． 3(水）
～7 9 4(木）

1.5

日
約20

速記官（速記
管理官及び速
記副管理官を
除く。 ）

21 執行官実務研究会

社会の変化に的確に対
応刀きる事務処理能力
を身につけるととも
に，前例のない特殊困
難な事案等に対応でき
る知識や論理的思考力
を養う。

裁判
総合

32． 2． 4(火）
～2． 6(木）

3日 未定 執行官

22 新任執行官研修

職務遂行に必要な知識
を付与することによ
り,､執務能力の向上と

職務意識の高揚を図
る ◎

裁判所職員
総合研修所

31.
～

●
●

５
５
28（火）
31(金）

3.5

､日
未定

平成3.0年4月
2日以後に執行
官に任命された
者又は執行官事
務取扱書記官に
指定された者



4 q

4‘新採用職貝陥

(5)その他

5

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

23

係 長 等
（総務担当）
研 修

職務遂行に必要な知識

及び技能を付与するこ
とにより執務能力の向
上と職務意識の高揚を
図る。

裁判
総合

31.10. 1(火）
~10． 3(木）

■

3日 約50

高・地･家裁
本庁の総務事
務を担当する
係長，専門職

24

係 長 等
（人事担当）
研 修

■ ■

職務遂行に必要な知識
及び技能
とにより

を
執
付与するこ
務能力の向

上と職務意識の高揚を
図る。 ．

裁判
総合

31.10.23(水）
～10.25(金）

3日 約70

高・地・家裁
本庁の人事事
務を担当する
係長，専門職

25

係 長 等
（会計担当）
研 修

職務遂行に必要な知識
及び技能を付与するこ
とにより執務能力の向
上と職務意識の高揚を
図る°

裁判所職員
総合研修所

31.11.12(火）
~11;15(金）

4日 約70

高・地・家裁
本庁の会計事
務を担当する
係長，専門職

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

26
研修事務担当者
研 修

研修の企画，実施等に
必要な知識及び技能を
付与することにより，
執務能力の向上と職務
意識の高揚を図り，
もって高裁委嘱研修及
び自庁研修の充実を図
る 。

裁判所職員
総合研修所

31.
～

6．18

6．20

幻
利
く
く 3日 約40

研修事務を担当
する高･地･家裁
の係長,専門
職主任

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

27
総合職採用職員
初任研修

将来の幹部職員の候補
者としての自覚を促
し，職務意識の高揚を
図る ｡

裁判所職員
総合研修所

31． 4． 5(金）
～4． 9(火）

3日 未定

平成30年度
裁判所職員採
用総合職試験
の合格者で，
新たに採用さ
れたもの

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

28

1

情報セキュリティ
研 修

情報セキュリティの確
保に必要な知識等を習
得し，情報セキュリ
ティ事故を未然に防止
するための方策の立
案・実施に資するとと
もに ， 情報セキュリ
ティ事故が発生した場
合の対処能力等の向上
を図る。

裁判所職員
総合研修所

31．10 8(火）
～10． 9(水）

1.5

日
約60

6 句

情報セキュリ
ティ対策事務
従事者の事務
を補助する者
(管理職以上
の者）



君試験事務関f

実施場所 時期

6

29
情報処理
研修

第1回

cpc色■■■凸d■‐■q■P4■

第2回

情報化の推進に向け
て，職員全体のレベル
アップを図るための指
導的役割を果たす者を
広く養成する。

裁判所職員
総合研修所

31. 5.21(火）
～5.23(木）

■■ロ■■1■■ロロ■ロ曲一一らわ■｡｡

31. 5.28(火)‘
~5.30(木）

各
3日

約60

約60

情報化の推進
に指導的役割
を果たすこと

が期待される
行(-職員（家
裁調査官を除
く。 ）

30

裁判事務支
援システム
（少年事件
部分）導入
研修

■

第1回

｡■●｡□｡‐■‐■e■■D■

第2回

いや■r■'●毎一ppC｡●の■

第3回

b○●d■し一一一一一口｡一q■

第4回

裁判事務支援システム
（少年事件部分）の円
滑な導入に向けて中心
的役割を果たす者を養
成ずる。

裁判所職員
総合研修所

31, 5.13(月）
～5.14(火）

■の●■Pb＝‐口■■■マロマcp句■｡

31. 6． 6(木）
～6. 7(金）

31． 7． 9(火）
～7.10(水）

31． 9． 9(月）
～･9.10(火）

各
2日

約60

約60

約50

約50

裁判事務支援
システム.(少

年事件部分）
の導入事務を
担当する職員

31
採用試験事務担当者
研究会

採用試験事務に必要な
知識及び技能について
の研究を行うことによ
り，執務能力の向上を
図る C

裁判所職員
総合研修所

31. 5.29(水） 1日 約30
採用試験事務
を担当する管
理職員

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

32
CA研修
実務試験

前期
研修

実務
研修

■の●ロP中■■口ロー■①‘■

期
修

後
研

６
６

学識及び実務知識並び
に職務遂行能力の有無
を判定する。

裁判所職員
総合研修所
DpcD⑤●●●臼画ロローロ■．

実務研修

､■■■

実施庁
ｐ

Ｐ
Ｏ
■ ■■■■●‐●山口■

裁判所職員
総合研修所

31. 6.26(水）
～ 7.17(水）

31. 7.19(金）
～8.21(水）

①いむq■－わ｡－‐－4■‐q■q■ローロロ■一
一 0

31. 8.23(金）
～9.12（木）

15日

●■ﾛ ロ■q■めゆ

23日

＝ョ■■一一！

15日

未定

裁判所書記官
任用試験の第
2次試験に合
格した者



2高裁委嘱研修

(1)管理者層

(2)中間管理者層

(3)主として管理職以外の層(害罷官･家裁調査官･係長等）

7

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

、

33

次
家庭裁判
実務

席
所調査
研究会

0

官等

高等裁判所で実施す
る委嘱研修及び高裁
ブロック研修の運営
等について研究及び
討議を行うことによ
り p 研修の充実及び
改善に寄与させる。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は ・

高等裁判所

実施機関が
適宜決定

1日 未定
次席家裁調査官，
総括主任家裁調査
官

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

34
新任中間管理者
研 修

職務遂行に必要な管
理能力及び管理技法
を付与することによ

り， 中間管理者とし
てふさわしい職員を
養成する。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

実施機関が
適宜決定

5日

0

未定

新たに主任書記
官，訟廷管理官，
訟廷副管理官，裁
判員調整官，主任
家裁調査官，速記
管理官，速記副管
理官,課長,文書企
画官，企画官，課
長補佐,首席技官，
斑長（最高裁） 、

主任技官（最高裁
を含む） ，地裁本
庁所在地にある検
審局長等に任命さ
れた者

●

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

35

書記官
ブラッシュアップ
研 修

中堅書記官としての
職務全般を遂行する
のに十分な知識及び
技能を付与するとと
もに，多様な裁判事
務に対する積極的な
態度をかん養する。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

7月から9月
までの間で実
施機関が適宜
決定

10.5

日
未定

書記官任用資格取
得後5年以上の者
(中間管理者以上
の者を除く。 ）

36
家庭裁判所調査官
実務研究会

家庭事件の調査上の
諸問題について研究
及び討議を行うこと
により，調査実務の
充実及び改善に寄与
させる。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

Ｊ
凸

高等裁判所

実施機関が
適宜決定

3日 未定
主任家裁調査官，
家裁調査官



（

所採用員雁

8

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

37 新任係長研修

職務遂行に必要な知
識及び技能を付与す
ることにより係長と
してふさわしい職員
を養成する。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

実施機関が
適宜決定

3日 未定
新たに係長に任命
された者

38 事務官専門研修

総務，人事及び会計
の各分野について，
その事務を処理する
ために必要な専門的
知識及び技能を付与
することにより,事
務局において中核的
役割を果たしている
事務官の執務能力の
向上を図る。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

ﾛ ﾛ

実施機関が
適宜決定

1．5
～

3日

未定

採用後7年以上の
行H事務官（専門
官以上の職にある
者を除く。 ）

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

39
ジャンプアップ
研 修

職務での問題点の発
見と改善等について
研究及び討議を行う
ことにより，仕事の
進め方に関する基本
的な能力を向上さ
せ,中堅事務官とし
てふさわしい職員を
養成する。 ，

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は．
高等裁判所

実施機関が
適・宜決定

3日 未定

採用後7年以上1
0年未満の行H事
務官（係長,専門
職以上の職にある
者及び書記官又は
家裁調査官の任用
資格を有する者を
除く。 ）

40 事務官法律研修

通信研修及び面接研
修を通じて基礎的な
法学教育を行うこと
によりシ資質及び事
務処理能力の向上を
図る 。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

通信研修
実施機関が
適宜決定

9～
面接研修

11日
実施機関が
適宜決定

※

約
250

採用後1年以上の
行H事務官(書記
官又は家裁調査官
の任用資格を有す
る者，総合職(I
種，上級）試験合
格者等を除く。 ）

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

41

』

新採用職員研修

国民全体の奉仕者と
しての使命を自覚さ
せるとともに裁判所
職員として必要な基
礎的知識を付与し，
裁判所職員にふさわ

畢

しい心構えをかん養
する ｡

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

実施機関が
適宜決定

5日 未定
新たに採用された
職員（総合職採用
職員を除く。 ）



3自庁研修

(1)事務官層

駒採用堀

○

9

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

42
ステップアップ

研 修

本格的なジョブロー
テーションが始まる前
にその意義を理解さ
せ,動機付けを行うと

ともに，職務遂行能力
の向上を図り，事務局
事務等の一般的な知職
を付与する。

裁判所職員
総合研修所

(分室を含
む。 ）
又は．

高等裁判所

2月から3月ま

での間で実施機
関が適宜決定

3日 未定
採用3年目の行H
事務官,行(-肢官

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

43
フオローアップ
セ ミナー

裁判所職員として必要
な基礎的知識を確認さ
せ，幅広い視野で職務
を遂行する姿勢をかん
養する。

高等裁判所
地方裁判所
家庭裁判所

①2月及び3月
中で実施機関が
適宜決定

②実施機関の実
情に応じて，①
に定める日に加
＝

えり 実施機関が
適宜決定

■ ●

約
3日
未定

I

採用後1年程度を
経過した行H事務
官，行(一肢官

44
フレツシュ

セ ミナー

職員として当面必要な
知識を付与し，職場へ
の円滑な定着を図る。

高等裁判所
地方裁判所
家庭裁判所

採用後勤務初日
及び2日目

2日 未定
新たに採用された．
職員

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

､45 高裁ブロック研修

知
さ
と
図

な
得
上
を

職務遂行に必要
識，技能等を習
せ，執務能力の向
職務意識の高揚
る。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

実施機関が適宜決定
高裁管内に勤務す
る職員

46 自庁研修

に必要な知
等を習得さ
自力の向上と

の高揚を図

最高裁判所
高等裁判所
地方裁判所
家庭裁判所

実施機関が適宜決定 最高裁,高地家簡
裁に勤務する職員



4研究

10

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

47 合同実務研究

異なる職種の職員に
裁判所の職種間の連
携，協働に関する研
究を共同してさせる
ことにより，実務の
改善及び向上に寄与
させる。

研究員が
所属する
裁判所

31． 9

～32． 3
7月 未定

書記官，家裁調査官
等 ，

48 書記官実務研究

書記官実務における
諸問題について，体
系的かつ実証的な研
究をさせることによ
り 』 実務の改善及び
向上に寄与させる。

31． 4

～32． 3
1年 2 書記官

49

家庭裁判所調査官
実務研究
（個人及び
共同研究）

同 上

(指定研究）

家庭事件調査実務に
必要な理論及び技法
に関する実証的研究
を行わせることによ
り 9 調査実務能力の
向上に寄与させる。

研究員が
所属する

家庭裁判所

研究員が
所属する
家庭裁判所
及び

裁判所職員
総合研修所

31． ．7

～32． 3

31． 4

～32． 3

8月

1年

未定

6

(個人研究）
家庭裁判所調査官実
務研修又は家庭裁判
所調査官応用研修を
終了した者
（共同研究）
家裁調査官

家庭裁判所調査官専
門研修を終了した者

50

家庭裁判所調査官
関係機関特別研究
(家事及び少年
関係機関につ
いての研究）

同 上
(心身の鑑別につ

いての研究）

同 上

(更生保護につ
いての研究）

関係機関における業
務の実際に関する研
究を行わせることに
より ' 調査実務能力
の向上に寄与させ
る ｡

派遣先

関係機関
及び．

研究員が
所属する、
家庭裁判所

矯正研修所
及び

研究員が
所属する
家庭裁判所

法務総合研
究所及び．
研究員が
所属する
家庭裁判所

31． 7

32． 3～

32． 2

．～3

31． 5

盆－7

8月

1月

2月

未定

3

3

家庭裁判所調査官実
務研修又は家庭裁判
所調査官応用研修を
終了した者

家庭裁判所調査官専
門研修を終了した者

家庭裁判所調査官実
務研修又は家庭裁判
所調査官応用研修を
終了した者



5委託研修

0

一

11

番号 委託庁 名 称 人 員

51 人事院 行政研修（課長補佐級） 未定

52

53

54

55

56

57

財務省

会計事務職員研修

会計事務職員契約管理研修
旬ら

予算編成支援システム研修

予算担当職員初任者研修

決算書作成システム研修

会計監査事務職員研修

未定

58 国税庁 税務大学校本科特別研修 未定

59 総務省 情報システム統一研修 未定



第2養成

1裁判所書記官養成課程

2家庭裁判所調査官養成課程 I

〆

12

番号 部 。 期 実施時期等 期間 人員 対象者

60
第 一 部
第 16 期

31． 4． 4(木）
~

入所，第1期研修
7.22(月)～実務修習

● - 町

10． 1(火)～第2期研修
32． 3． 2(月) 修了

1年 200
第一部入所試験合
格者で，最高裁が
指名したもの

61 第二部

第15期
(2年生）

第16期
(1年生）

30. 46 5(木） 入所
4, 10(火)～裁判事務修習
9． 3(月)～第1期研修

31． 4． 1(月)～第2期研修
7.22(月)～実務修習寺

10． 1（火）～第3期研修
32． 3． 2（月） ：修了．

31， 4．
G

■

4．

4(木）
■ ■

入所
9(火)～裁判事務修習

9． 2(月)～第1期研修
32. 4． 1(水)～第2期研修
7念.下旬～実務修習
9．下旬～第3期研修

33． 3． 1(月） 修了

2年

2年

59

68

第二部入所試験合
格者でウ最高裁が
指名したもの

番号 期 実施時期等 期間 人員 対象者

62 第 15 期

30． 4． 5(木） 入所

4.11(水)～実務修習（予修期）
5． 7(月)～前期合同研修
7.23(月.)～実務修習

31． 9． 2(月)～後期合同研修
32． 3． 2（月） ．修了 ．

2年 39

平成30年度採用の
家裁調査官補で,最
高裁ｶﾐ指名したもの

63 第 16 期

■

31． 4 4(木） 入所
4,10(水)～実務修習(予修期）
5． 7（火）～前期合同研修
7.22(月)～実務修習

32． 9．上旬～後期合同研修
33． 3 1(月） 修了

2年 45
■ ■

平成31年度採用の
家裁調査官補で,最
高裁が指名したもの



(31.4.1総研）

平成31年度研修実施計画一覧表(平成30年度との比較表）

*研修名の頭に付した記号は,◎は中央研修,Oは高裁委嘱,eは自庁研修を表す。

（

平成3ﾕ年度

昏月 研修名等 実施時期 期間 人員

平成30年度
0

実施時期 剣間 人員
備考

1 ◎首席書記官研究会 31.9.18(水)～9.19(木） 2 約30 30.6.26(火)～6.27(水） 2 29

2
◎首席家庭
査官研究会

餓判所圃 回
回

１
．
２

第
第

31.9.5(木)～9.6(金）

31.11.19(火)～11.20(水）

２
２

8
一一一一一

50

30.9.6(木)～9.7(金）
一一一一一○一一一◆一一●ー－－－－－－

30.11.20(火)～11.21(水).

２
．
－
２

7
守 q 司一』 pー早

･50

3 ＠事務局長研究会 32.2.20(木)～2,21（金）
■

2 約20 31.2.21(木)～2.22(金） 2 23

4 ◎管理者研究会(組織運営)(※）
◆

31.5.21(火)～5.23(木） 3 約60 30.5.22(火)～5.24(木） 3 70
平成30年度は司研と一郎合
同で実雄

5
。
《
毒

硬願琴睡認刊嗣鯛垂.目零餓冗
31.9.25(水)～9.27(金） 2.5 未定 30.9.26(水)～9‘28(金） 2.5 18

6 ◎管理者研究会 31.4.15(月)～4.19(金） 5 約1” 30.4.16(月)～4.20(金） 5 92

7 ◎研修計画協賎会 32‘1.9(木)～1.10(金） 1.5 25 31.1.10（木）～1.11(金） 1.5 25

◎ 者
修
．

理
研

回
一
回

１
－
２

第
一
第

第3回

30.10.16(火)～10.19(金）

一一一.一~.~ ‐ 一一一一~ ~ 二

30.11.13(火)～皿.16(金）

31.2’5(火)～2.8（金）
も

４
４
》
４

１
－
９
－
３

７
６
－
７

平成31年度は中間管理者研
修】及びⅡとして実施

◎中間管理者(事務局)研修 30.12.11(火)～12.14(金） 4 63
平成31年度は中間管理者研
修】及びⅡとして実施

◎課長補佐研究会 30.12.18(火)～12.19(水） 2 21
平成31年度は中間管理者研
像】及びⅡとして実施

8 ◎中間管理者研修1
0

回
回
一
回

１
２
３

第
第
第

31.10.15(火)～10.18(金）
｡÷←－－－－－－－コ- P◇－－◇ P ●▽ ● ◇■‐一一ｳ ■一一一

32.1.14(火)～1.17(金）
画一ー

32.2.4(火)～2.7(金）

4

－
４
４

約80

０
０
８
８
約
約

平成31年度新規計画
平成80年度は実厳なし

9 ◎中間管理者研修Ⅱ
●

回
一
回

１
－
２

第
一
第

31.10.29(火)～10.31(木) ･
■－－－一昔 1ーー申一一一P－－－

31.12,10(火)～12.12(木）

－

３
－
３

０
０
６
６
約
約

平成31年度新規計画
平成30年度は実施なし

10 ◎主任家庭裁判所飼査官研修 31.6.25(火)～6.28(金） 3.5 未定 30.6.19(火)～6.22(金） 3．5 23

11 ◎研修指導研究会
回
一
画

１
－
２

第
一
第

31.6.5(水)～6.7(金）
■･ひ 旬一己一一一・●ー--●ーし●｡低－■Ⅱ■ー一一一一

31.12.17(火)～12,19(木）

■

抑
巳

一

３
－
３

－

０
０
５
４
約
約

30.5.29(火)～5.31(木）
画一■し一■ ｡一一勺一一垂■ Ce■ ●e - → ● ロー神＝

31.1.16(水)～1.18(金）

3．
ー■‐I■･一つ一句ｰ

3

－

５
◆
０

４
｛
４

一心畦

12 ◎実務指導研究会

民事
印わﾛロ － 1■一一＝ーか■

刑亭
－－－－－一

軍事．
e一③③‐+ｰ③ ③一一や

少年

31.5.14(火)～5.15(水）

31.5.14(火)～5.15（水） ‘

31.5.16(木)～5:17(金〉

.~､一~－…一…."｡ .｡…~.?｡‐….一"' ..．ーー

31.5.16(木)～6.17(金）

－

２
２
２
－
２

－
一

こ

《

如
犯
一
弱
溺

約
約
一
約
約

30.5.8(火)～5.9(水）

30.5.8(火)～5.9(水）
－－庁一一一一■■■｡ 』■－●①

30.5.10(木)～5.11(金）
－P■ 1■一一■一一一画一幸一一一一一一→一一一句 ■ , 刊

30.5.10(木)～5.11(金）

2

Ｐ

●

一

一

一
２
－
２
－
２

蛇
・
鍋
一
鏥
一
銅

13 ◎家事実務研究会(※） 31.11.6(水)～11.8(金） 3 約100 30.11.7(水)～11.9(金） 3 】00
平
同

度は司研と一郎合

14 ◎少年実務研究会(※） 31.9.11(水)～9.13(金） 3 約100 30.9.12(水)～9.14(金） 3 99
年度は司研と一郎合

15
◎民事実務研究会
(※）

第1回
一■ 9－－－●｡－U- ●幸■

第2回

31.6.12(水)～6.13（木）

32.1.23(木)～l.24(金）
各2
約50
＝ーー”■●GGcGF

約50

30.5.30(水)～5.31(木）
し－－”一一句‐申 ■■ ｡ ＝■オー■－Pロローー■ ■--

31.1.24(木)～1.25(金）

各2

50

49

平成30年度は司研と声部合
園ご実璽 ーq■■■■■一一一■‐一一F③ 毎●

16 ◎刑事実務研究会(※） 31.11.21(木)～11.22(金） 2
F 約50 30.11.28(水)～11.29(木） 2 50

平成30年度は司研と一部合
間で実施 ．

17 ◎家事特別研究会(※)。 31.10.10(木)～10.11(金） 1,5 約50 30.10.11(木)～10.12(金） ､1.5 50
轆
錘
30年度は司研と合同で

18
◎家庭栽判所園査官
特恩厩修

回
回

１
２
第
第

､第3回

31.10.29(*)～似.1(金）
一再一一一●ー◇‐eー◇0-P● ◇ r●●｡■ ■｡■P◇Oeo◇｡●一吋勺P一宇4

31.12.4(水)～12.6（金）
－●－q■■■■ ＝

32.1.29<水)～1.31(金）

『
一

４
－
３
才
３

『
二

０
．
０
０

４
い
４
４

約
一
約
約

一
、

30.12.4(火)～12.7(金）
●◆彦韓cーや －マーーーーー今■一口 ｡､ .画一｡●ら 宇 早 00ヶゆ

31.1.30(水)～2.1(金）

~＝ここミニ二く

４
恥
３

41

く
０４ 平成30年度は2回で実施

◎家庭裁判所鬮査官専門研修
■

30.10.22(月)～10.26(金） 5 49

19 ◎家庭銭判所鯛査官応用研修 31.7.8(月)～7.12(金） 5 未定 30.7.9(月)～7.13(金） 5 45

20 ◎速記官中央研修 一 31.7.3(水)～7.4(木） 1.5 約20 30.7;5(木)s･7.6(金） 1．5 20

◎総括執行官研究会 30.7.10(火)～7.12(木） 2.5 29
隔年で実施
平成3ﾕ年度は実歯なし

21 ◎鯨行官実務研究会 32.2.4(火)～2.6(木） 3 未定 31.2.5(火)～2.7（木） 3 20

22 ◎新任執行官研修 31.5.28(火)～5.31(金） 3.5 未定 30.6.12(火)～6.15(金） 3,5 11

23 ◎係長等(総務担当>研修 31.10.1(火)～10.3(木） 3 約50 30.6.5(火)～6,7(木） 3 51

24 ◎係長鉢(人事担当)研修 31.10.23(水)～10.25(金） 3 約70 30.6.19(火)～6.21(木). 3 69

6

26 ◎係長等(会計担当)研俵 31.11,12(火)～11.15(金） 4 約70 30.10.23(火)～10.26(金） 4 63
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平成31年度

鮭号 ・ 研修名等 実施時期 期間 人員

平成30年度

実施時期 期間 人員
僧考

26 ◎研修事務担当者研修 31.6.18(火)～6.20(木） 3． 約40 30.9.19(水)～9.21(金） 3。 46

” ◎総合職採用職員初任研修 31.45(金)～4.9(火） 3 未定 “4.6(金)～4.10(火） 3 釦

28 ◎傭報セキュリティ研修 31.10.8(火)～10.9(水） 1.5 約60 30.10.2(火)～10.3(水） 1.5 66

29 ◎情報処理研修
第.’回

第2回

31.5.2](火)～5.23（木）

31.5.28(火)～5.30体）

３
３

》

０
－
０

６

６

約
約

30.5.15(火)～5.17(木）

30,5.22(火)～5.24(木）

３
－
３

59
－

60

30

裁判亭務支援ｼｽﾃ
ム(少年事件認分)導
入研修

掴
一
麺
一
週
一
個

■第
一
第
一
第
一
第

31.5.13(月)-5.14(火）

31.6.6(木)～6.7(金）

31.7.9（火）～7.10（水）

31.9.9(月)～9.10(火）

－

２
－
２

２
２

即
一
別

約
一
約

約50
－←+』＝■

約50

、

31 採用戯験事務担当者研究会 31.5.29（水）
●

1 約30

32 ◎CA研修実務試験

前期研修

実務研惨
守 －－一寺一一

後期研修

31.6.26(水)～7.17（水）

31.7.19(金)～8.21(水）

31.8.23陸)～9,12(木）

豆
〔

５
－
３
－
５

１
－
２
１

寺

未定

30.6.25(月)～7.13（金）

3”､17(火)～8.17(金）
■

や手－も ● 延■

30.8.20(月)～9.7(金）
q L

デ
ー

胸
一
泥
一
四

一
一

59

33
錘
》
裁判所餌査官等

実施機関が適宜決定 1 未定 実施機関が適宜決定 1 71

34 O新任中間管理者研修 実施擬関が適宜決定 5 未定

■

翼塗盤幽力鍾宜竣走 5 252

35 ○番紀官プﾗｯｼｭアップ研修
7月から9月までの間で実施
檀関が適宜於定

10.5 未定
7月から9月までの問で実施
椴閣が適宜決定

10.5 306

36 O家庭裁判所飼査官実務研究会 実施機関が適宜決定 3 未定 実施擬関が適宜決定 3 238

37 O新任係長研修 実施機関が適宜決定 3 未定
け

実施槻関が適宜決定 3 262

38 O事務官専門研修 実施機関力麺宜決定’ 1.6～3 未定 実施機関が適宜決定 1.5～3 1“

39 Oジャンプｱｯプ研修 実施擬関が適宜決定 3 未定 実施擬関力麺宜決定 3 165

40 O事務官法律斫修
通信研修
十■■｡■■一一口－．－－

面接研修

実鰭機関が適宜決定
一一一一一一一一一 =全一 二一 .－ ざ一 一 _

実施観閲が遼宜決定 9～11
約250

実施機関が適宜決定

実麓機関が適宜決定 ’ 9～11
255 ■令今4幸武毎手ｬ ←-÷一一一一一÷■T●ﾏ ｰ色｡■●･ 心●

41 O新採用職員研修 実施機関力輔宜決定 5 未定
｡ ●

実施擬関力適宜決定 5 400

42 ③ステップアッ認修
2月から3月までの間で実施磯
関が適宜決定

3 未定
の間で実施樫

3 196

43

●

③フオローアップセミナー

①2月及び3月中で実施機関
が適宜決定
②実施鍵関の実憤に応じて，
①に定める日に加え,実施擁
関が適宜決定

約3 未定

①2月及び3月中で実施槻関
力錨宜決定
②実施椴関の実備に応じて，
①に定める日に加え,実施樋
関力適宜決定

約3 433

44 ③フレッシュセミナー 採用初日及び2日目 2 未定 採用初日及び2日目 2 459

46 ③高裁ブロック研修 実施機関が適宜決定 実施観閲が適宜決定

46 ②自庁研悠 実趣槻関が適宜決定 実飽擬関が適宜決定

47 合同実務研究 3]､9～32●3 7月 未定 30.9～31.3 7月
ら

3

48 書妃官実務研究 31.4～32.3 1年 2 30.4～31.3 1年 2

49

家庭哉判所鯛査官実務研究
(個人及び共同研究）

同 上
(指定研究)．

31･7～32.3

31.4～32●3 ．

8月

1年

未定

6

30.7～31.3

29.4～31.3

8月

2年

2

6

50

家庭裁判所闘査官関係槻関特別
研究(家事及び少年関係椴関に
ついての研究）

同 上

(心身の艦別についての研究）

同 上

(更生保鰻についての研究）

31.7～32･3

32.2～3

31.5～7

8月

1月

2月

19

3

3

30.7～31.3

3102～3

3065～7

8月

1月

2月

17

3

3

60 書記官美成喫穆第一部 第16期 31.4.4(木)～32.3‘2(月） 1年 200

■

30.4.5(木>～31.3 ､1(金） 1年 189 平成30年度欄は第15期生

61 香紀官養成媒種第二部

第ユ5期
(2年生）

第16期
(1隼生）

30.4.5(木)～32.3.2(月）

31.4.4(木)～33.3.1<月）

2年

2年

59

68

29.4.6(木)～31.3.1(金）

30b4.5(木)～32.3.2(月）

2年

2年

61

59

平成30年度欄は第14期生

平成30年度欄は鯨5期生

62 家裁鯛査官養成螺程第15期
■

30.4.5(木)～32.3.2(月） 2年 89 29.4.6(木)～31.3.1(金） 2年 41 平成30年度欄は第14期生

63 家裁闘査官釜成畷浬第16期 31.4.4(木)～33.3.1(月） 2年 45 30.4.5(木)～32.3.2(月）
0

2年 39 平成30年度欄は第15期生
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総総 合合 職採用 職 員 初任研修
■
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一-－－－．－－一－－コ 』

(注）□は中央研修，ロは高裁委嘱研修,画は自庁研修,画は研究)ロは菱成課程を表す〈養成の配置については,階層や系統と関連したものではなし、
=,一二=吾 二一一一一

※このほか各分野における課題への取組の進展状況,喫緊の課題の発生等に応じて;裁判所職員総合研修所長において,別途研修を実施することがある。
●

●

筒席家哉調査官研究会 採
用
試
験
事
務
担
当
者
研
究
＝

執行官実務研究芸

II
新任執行官研悪

CA研修

実務識験

高
裁
ブ
ロ
ッ
ク
研
修

自
庁
研
修

首席書記官研究会 事務局長研究会
悩
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
研
修

■

次席象栽翻査官等研究会
画■ ▲ 一一

家
裁
嗣
査
官
実
務
研
究
一

塞裁調査官特別研修一

Ｐ

面

ｂ

情
報
処
理
研
修

係認

係長等(人事担当)研修

雑務担当)研修

係長等(会計担当)研修
家裁綱査宮応用研艤

研修事務担当者研修

Q綴

一

志

。

ご


